
工事期間

案件番号
業 種

業務区分

入札方法 契約方法
落札方法

0000000781 建設工事

指名

土木一式 詳細業種
道河第173号 草池調整池整備（その2）工事工事番号及び工事名
福知山市 西小谷ヶ丘 地内工事場所
自 令和 2年 8月 4日 ～ 至 令和 3年 1月29日

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

条件付一般競争入札 総価契約
令和 2年 7月30日入札・見積日 11時0分 電子入札
工事内容
施工延長 L=122.7m
河川土工N=1式 土質改良工N=1式 護岸工A=89m2
付帯工N=1式 舗装工A=172m2 仮設工N=1式

価格競争

1回目
入札価格(円)

(評価値)

概要

企業名又は委任先名

1

2

2回目
入札価格(円)

(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

3

4

5

6

5回目
入札価格(円)
(評価値)

7

項
番

8

9

10

株式会社赤井土木

株式会社いとう

岩田建設株式会社

株式会社梅田組

加藤建設株式会社

株式会社門野組

岸下建設株式会社

株式会社衣川組

公正産業株式会社

河守工業株式会社

18,400,000

19,000,000

17,023,000

17,690,000

17,039,000

17,079,000

辞退

－

－

－

－

辞退

－

辞退

－

辞退

備考

keiyakugyoumu02
テキストボックス
予定価格：１９，３９６千円(税抜)　最低制限価格：１７，００８千円(税抜)



1回目
入札価格(円)
(評価値)

2回目
入札価格(円)
(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

5回目
入札価格(円)
(評価値)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

世紀建設株式会社

セイリョウ建設株式会社

大栄工業株式会社

大永産業株式会社

大立工業株式会社

株式会社高尾組

株式会社高見組

株式会社テクノ創建

日産工業株式会社

ヒガシ・エンタープライズ株式会社

株式会社冨士興業

株式会社ＢＬＵＥ ＷＯＲＬＤ

松崎建設株式会社

三和建設工業株式会社

メイコー建設株式会社

17,003,000

19,200,000

17,048,000

17,170,000

17,012,000

17,095,000

17,070,000

19,000,000

17,086,000

指名及び入札状況閲覧簿

辞退

辞退

失格(最低制限価格未満

－

辞退

辞退

辞退

－

辞退

－

落札

－

－

－

－

企業名又は委任先名
項
番

備考



1回目
入札価格(円)
(評価値)

2回目
入札価格(円)
(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

5回目
入札価格(円)
(評価値)

26

27

株式会社ヨネダ

渡辺建設株式会社

19,280,000

指名及び入札状況閲覧簿

－

辞退

企業名又は委任先名
項
番

備考



名　　　称

住　　　所

最高予定価格
（税込み） 21,335,600 円

最低制限価格
（税込み） 18,708,800 円

当該資格
（入札参加
条件）

参加させなかっ
た者、その理由

（指名競争入札の場合）

指名者の指名理由

（随意契約の場合）

相手方の選定理由

 変更額  変更契約日 令和3年1月15日

 変更工期 令和2年8月4日 ～ 令和3年3月15日

 変更理由

 変更額 310,200 円  変更契約日 令和3年3月5日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

第１回変更契約
建設発生土の指定処分先の受入態勢が一定期間整わず、建設発生土の
搬出までに期間を要したため、完成期限を令和３年１月２９日から令
和３年３月１５日まで延長する。

道河第173号　草池調整池整備（その２）工事

契約の相手
株式会社冨士興業

福知山市字天田５０２番地１

 契約金額
（消費税及び地方消

費税を含む）
18,713,200 円

　
（条件付一般競争

入札の場合） （１）令和２年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一
式」のＡ１等級又はＡ等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は
本店を有するものであること。
（２）建設業法（昭和２４年法律第１００号）に定める基準を満たす技術者を
当該工事に配置できること。

なし

第２回変更契約
・既設水路の流末処理方法を検討した結果、法面の保護等を考慮する
必要があるため集水桝と管渠を追加する。
・現場精査の結果、コンクリート舗装を変更（増）する。

第３回変更契約


